
 
 
 
 

令和２年生駒市議会（第９回）臨時会議案  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和２年１１月３０日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生 駒 市 
 
 
 
 
 
 
 

 



議案番号 議 案 名 頁

報告第 14 号
市長専決処分の報告について
（損害賠償の額の決定及び和解について）

１～２

議案第 83 号
生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一
部を改正する条例の制定について

３～４

議案第 84 号
生駒市の一般職の職員の給与に関する条例及び生駒市一般職の任期付職員
の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について

５～６

議案第 85 号
生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について

７～８

令 和 ２ 年 生 駒 市 議 会 （ 第 ９ 回 ） 臨 時 会 議 案 目 録



報告第 14 号  

 

市長専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したから、同

条第２項の規定により報告する。 

記 

 損害賠償の額の決定及び和解について 

 

  令和２年１１月３０日提出                             

                    生駒市長 小 紫 雅 史 
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専第 14 号 

 

専  決  処  分  書 

 

損害賠償の額の決定及び和解について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づいて議

会の議決により指定された市長の専決処分事項である損害賠償の額の決定及び和

解について、同項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

記 

１ 事故区分及び事故発生年月日 

  物損事故 

令和２年７月７日（火）午後７時頃 

２ 事故発生場所 

生駒市高山町地内 

３ 損害賠償額 

１９，７１２円 

４ 事故の概要 

  上記の場所において、自動車で道路面の陥没している部分を走行した際に、

左側前後輪のタイヤ及びホイールを損傷した。（市の過失割合２０％） 

    

  令和２年１１月１１日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

-2-



議案第 83 号 

 

生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 

等の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年１１月３０日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一

部を改正する条例 

第１条 次に掲げる条例の規定中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」

に、「１００分の１７０」を「１００分の１６５」に改める。 

(1) 生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（

平成２０年９月生駒市条例第２８号）第５条第２項ただし書 

(2) 生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和３１年１

１月生駒市条例第１１号）第５条ただし書 

(3) 生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務

に専念する義務の特例に関する条例（昭和３５年９月生駒市条例第１７号

）第２条第５項ただし書 

(4) 生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例（平成２４年３月生駒市

条例第１６号）第６条ただし書 

第２条 次に掲げる条例の規定中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．

５」に、「１００分の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

(1) 生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第
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５条第２項ただし書 

(2) 生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第５条ただし書 

(3) 生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務

に専念する義務の特例に関する条例第２条第５項ただし書 

(4) 生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例第６条ただし書 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月

１日から施行する。 
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議案第 84 号 

 

生駒市の一般職の職員の給与に関する条例及び生駒市一般職の任期 

付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の 

制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年１１月３０日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

生駒市の一般職の職員の給与に関する条例及び生駒市一般職の任期付職員

の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 

（生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年７月生駒市条例

第２３号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第２項及び第３項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」

に改める。 

第２条 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

第１５条第２項及び第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．

５」に改める。 

（生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第３条 生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成１

９年１２月生駒市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 
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第８条第２項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、「１００

分の１７０」を「１００分の１６５」に改める。 

第４条 生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を

次のように改正する。 

第８条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１

００分の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、令

和３年４月１日から施行する。 
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議案第 85 号 

 

生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を 

改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年１１月３０日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

   生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

第１条 生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年９

月生駒市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第２１条中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に改める。 

附則に次の１項を加える。 

 （令和２年１２月に支給する期末手当に関する特例） 

３ 令和２年１２月に支給する期末手当に限り、第１２条において準用する給

与条例（生駒市の一般職の職員の給与に関する条例及び生駒市一般職の任期

付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例（令和２年

１１月生駒市条例第  号）による改正後の給与条例をいう｡)第１５条第２

項の規定の適用については、同項中「１００分の１２５」とあるのは、「１

００分の１３０」とする。 

第２条 生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次の

ように改正する。 
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第２１条中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月

１日から施行する。 
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